




















































控除対象外消費税問題の解決なくし控除対象外消費税問題の解決なくして、
地域医療の継続は地域医療の継続はありません。

本冊子で本冊子では、控除対象外消費税問題とは何控除対象外消費税問題とは何か、

その解決方法として社会保険診療を課税にするこその解決方法として社会保険診療を課税にすること、

等をお示ししてきました。等をお示ししてきました。

社会保険診療が課税になる社会保険診療が課税になると、消費税の納税が免除されてきた消費税の納税が免除されてきた

小規模医療機関にも納税や還付のための手続きが発生しま小規模医療機関にも納税や還付のための手続きが発生します。

ゼロ税率でなけれゼロ税率でなければ、患者さんにも一定の税負担が生じてしまいま患者さんにも一定の税負担が生じてしまいます。

この問題は医療機関だけでなこの問題は医療機関だけでなく、患者さんの問題でもあるので患者さんの問題でもあるのです。

これらのことについこれらのことについて、何より会員のご理解が大切で何より会員のご理解が大切です。

社会保障の安定を図るための消費税の引き上げによって社会保障の安定を図るための消費税の引き上げによって

医業経営が困難になって経営が困難になっては、本末転倒で本末転倒です。

今こ今こそ、この問題を解決、この問題を解決し、国民国民とともに地域医療を守りましょともに地域医療を守りましょう。
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問題解決には、会員、国民をはじめ多くの関係者と

合意形成を図り、法律を改正する必要があります。
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